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（別表３）

公害防止用設備の特別償却制度の対象

種類 区 分 細 目

構築 汚水処理用設備（減価償却資産 槽（これと同時に設置する雨水貯りゅう槽で一体

物 の耐用年数等に関する省令（昭 として使用するものを含む。）

和四十年大蔵省令第十五号。以

下「耐用年数省令」という。）

第二条第一号に規定する汚水処

理の用に使用するもの（排水基

準を定める総理府令（昭和四十

六年総理府令第三十五号）附則

別表に掲げる業種以外の業種に

属する事業の用に供するものに

ついては、同令別表第二に掲げ

る生物化学的酸素要求量、化学

的酸素要求量若しくは浮遊物質

量に係る物質の処理のために主

として使用するものに限る。以

下同じ。）及びこれと同時に設

置する雨水利用設備
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種類 区 分 細 目

機械 汚水処理用等設備（耐用年数省 汚水処理装置（この装置又は汚水処理用構築物に

及び 令第二条第一号に規定する汚水 附属する搬送装置、貯りゅう装置、計測装置、

装置 処理の用に使用するもの又はダ 自動調整装置、燃焼装置、乾燥装置、脱水装置

イオキシン類対策特別措置法 又は電動機を含む。）

（平成十一年法律第百五号）第 紫外線及びオゾン併用分解装置（ダイオキシン類

二条第二項に規定する特定施設 を処理するものに限るものとし、この装置に附

（以下「特定施設」という。） 属する貯りゅう装置、計測装置、自動調整装置、

において同条第一項に規定する 中和装置、排オゾン分解装置又は電動機を含

ダイオキシン類（以下「ダイオ む。）

キシン類」という。）の処理の 逆浸透膜分離装置（ダイオキシン類を処理するも

用に主として使用するものに限 のに限るものとし、この装置に附属する搬送装

る。） 置、貯りゅう装置、計測装置、自動調整措置、

中和装置、乾燥装置又は電動機を含む。）

ばい煙処理用等設備（大気汚染 ばい煙処理用等装置（次の各号の一に該当するも

防止法（昭和四十三年法律第九 のに限る。）

十七号）第二条第一項に規定す 一 ばい煙処理装置（この装置に附属する排気管、

るばい煙の耐用年数省令第二条 放出筒、ガス冷却器、誘引通風機、空気圧縮機、

第二号に規定する方法による処 ダスト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯りゅう

理の用に主として使用するもの 器、ミスト除去機、計測装置、自動調整装置、

又は特定施設においてダイオキ 変圧器、整流器、廃ガス導管（装置本体から煙

シン類の発生防止若しくは処理 突入口までの部分に限る。）、電動機、ポンプ

の用に主として使用するものに 又は配管を含む。）

限る。） 二 燃焼分解装置（ダイオキシン類を燃焼室の出

口における 温度が八百度以上の状態で処理す

るものに限るものとし、この装置に附属する排

気管、放出筒、誘引通風機、空気圧縮機、ダス

ト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯りゆう器、

計測装置、自動調整装置、予熱機、調整弁、電

動機又は配管を含む。）

三 触媒分解装置（ダイオキシン類を処理するも

のに限るものとし、この装置に附属する排気管

誘引通風機、加熱器、保温機、ダスト除去機、

自動調整装置、廃ガス導管（装置本体から煙突

入口までの部分に限る。）、電動機又は配管を

含む。）

四 廃ガス冷却装置（ダイオキシン類の合成を装
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置の出口における温度を二百度以下に冷却する

ことにより防止するものに限るものとし、この

装置に附属する排気管、誘引通風機、空気圧縮

機、ダスト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯りゅ

う機、ミスト除去機、計測装置、自動調整装置、

調整弁、貯水タンク、電動機、ポンプ又は 配

管を含む。）

窒素酸化物抑制設備 窒素酸化物抑制装置（次の各号の一に該当するも

のに限る。）

一 燃焼用空気の供給を二段に分けてその供給を

制限した状態で燃焼させることにより窒素酸化

物の発生を低減する方式のもので、専らその用

に供する空気用ダクト及びダンパー

二 燃焼用空気に燃焼排ガスの一部を混入して燃

焼温度を低下させることにより窒素酸化物の発

生を低減する方法のもので、専らその用に供す

る排ガス用ダクト、排ガス混合機、排ガス再循

環通風機及びダンパー

三 油に水を混ぜて乳化させたものを燃料として

燃焼温度を低下させることにより窒素酸化物の

発生を低減する方式のもので、専らその用に供

する貯留装置、ろ過装置、計測装置、自動調整

装置、混合機、ポンプ及び配管

四 燃焼室に水又は水蒸気を噴射して燃焼温度を

低下させることにより窒素酸化物の発生を低減

する方式のもので、専らその用に供する貯留装

置、ろ過装置、純水処理装置、計測装置、噴射

装置、自動調整装置、ポンプ及び配管（これら

と同時に設置する専用の廃熱利用ボイラーを含

む。）

五 前各号に掲げる方式を併用するもので専らそ

の用に供する当該各号に掲げる装置

指定物質回収設備（大気汚染防 活性炭吸着式回収装置（指定物質を活性炭により

止法附則第九項に規定する指定 吸着して回収するものに限るものとし、これと

物質（以下この表において「指 同時に設置する専用の冷却器、凝縮器、曝気装

定物質」という。）の回収に使 置、ボイラー、加熱器、貯留器、送風機、計測

用するものに限る。） 装置、自動調整装置、変圧器、整流器、電動機、

ポンプ、排気管、排ガス導管（装置本体から煙

突入口までの部分に限る。）、放出筒又は配管

を含む。）
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産業廃棄物処理用設備（廃棄物 高温焼却装置（廃棄物の処理及び清掃に関する法

の処理及び清掃に関する法律 律第二条第四項に規定する産業廃棄物（廃油及

（昭和四十五年法律第百三十七 び廃プラスチック類を除く。）を燃焼室の出口

号）第二条第四項に規定する産 における温度が八百度以上の状態で焼却するこ

業廃棄物の処理に使用するもの とができる固定式のものでその焼却能力が毎時

に限る。） 二百キログラムを超えるものに限るものとし、

この装置に附属する搬送装置、破砕装置、貯留

装置、助燃装置、排気管、放出筒、送風機、計

測装置、自動調整装置、電動機、ポンプ又は配

管を含む。）

ばい煙処理装置（この装置に附属する排気管、放

出筒、ガス冷却器、誘引通風機、空気圧縮機、

ダスト取出機、ダスト搬送機、ダスト貯りゅう

器、ミスト除去器、計測装置、自動調整装置、

変圧器、整流器、廃ガス導管 (装置本体から煙

突入口までの部分に限る｡)、電動機、ポンプ又

は配管を含む。）

ＰＣＢ汚染物等処理用設備（廃 ＰＣＢ汚染物等処理用装置（次の各号の一該当す

棄物の処理及び清掃に関する法 るものに限る。）

律施行令（昭和四十六年政令第 一 超高温焼却装置（ＰＣＢ汚染物等を燃焼室の

三百号）第一条第一号に規定す 出口における温度が千百度以上の状態で焼却す

る部品、同令第二条の四第五号 ることができる固定式のものに限るものとし、

に規定する廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ この装置に附属する搬送装置、破砕装置、貯留

汚染物又はＰＣＢ処理物（以下 装置、助燃装置、排気管、放出筒、送風機、計

この表において「ＰＣＢ汚染物 測装置、分析装置、自動調整装置、電動機、ポ

等」という。）の処理に使用す ンプ又は配管を含む。）

るものに限る。） 二 分解装置（ＰＣＢ汚染物等を廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令第六条の五第一項第

二号ニに規定する環境大臣が定める方法により

分解するものに限るものとし、この装置に附属

する搬送装置、油抜装置、解体装置、固液分離

装置、気液分離装置、回収処理装置、反応生成

物処理装置、冷却装置、排ガス処理装置、排水

処理装置、計測装置、分析装置、自動調整装置、

送風機、電動機、ポンプ又は配管を含む。）

三 洗浄装置（この装置に附属する搬送装置、油

抜装置、解体装置、洗浄液調整貯留装置、洗浄

液再生装置、貯留装置、排ガス処理装置、排水

処置装置、計測装置、分析装置、自動調整装置、

送風機、電動機、ポンプ又は配管を含む。)
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四 分離装置（この装置に附属する搬送装置、油

抜装置、解体装置、スクラバー装置、冷却凝縮

装置、真空ポンプ、貯留装置、排ガス処理装置、

計測装置、分析装置、自動調整装置、送風機、

電動機、ポンプ又は配管を含む。）

揮発性有機化合物排出抑制設備 揮発性有機化合物排出抑制設備（次の各号の一該

（大気汚染防止法第二条第五項 当するものに限る。）

に規定する揮発性有機化合物排 一 直接燃焼装置（揮発性有機化合物を燃焼室の

出施設（指定物質を排出するも 出口における温度が六百五十度以上の状態でバ

のを除く。）において同条第四 ーナーにより燃焼するものに限るものとし、こ

項に規定する揮発性有機化合物 の装置に附属する密閉装置（揮発性有機化合物

（以下この表において「揮発性 の発生源を密閉し、その内部の揮発性有機化合

有機化合物」という。）の処理 物を吸気して当該排出抑制装置に誘引するもの

の用に使用するものに限る。） に限る。以下この表において「密閉装置」とい

う。）、ミスト除去機、熱交換器、冷却器、計

測装置、自動調整装置、送風機、電動機、ポン

プ、中和装置、攪拌機、排気管、廃ガス導管

（装置本体から煙突入口までの部分に限

る。）、放出筒又は配管を含む。）

二 触媒燃焼装置（揮発性有機化合物を温度が二

百度以上の触媒（白金、マンガン又はパラジウ

ムに限る。）と反応させるものに限るものと

し、この装置に附属する密閉装置、ミスト除去

機、熱交換器、冷却器、計測装置、自動調整装

置、送風機、電動機、ポンプ、中和装置、攪拌

機、排気管、廃ガス導管（装置本体から煙突入

口までの部分に限る。）、放出筒又は配管を含

む。）

三 蓄熱燃焼装置（揮発性有機化合物を温度が八

百度以上の蓄熱体に接触させるものに限るもの

とし、この装置に附属する密閉装置、ミスト除

去機、熱交換器、冷却器、計測装置、自動調整

装置、送風機、電動機、ポンプ、中和装置、攪

拌機、排気管、廃ガス導管（装置本体から煙突

入口までの部分に限る。）、放出筒又は配管を

含む。）

四 吸着処理装置（揮発性有機化合物を活性炭又

はゼオライトにより吸着して回収するものに限

るものとし、この装置に附属する密閉装置、ミ

スト除去機、加熱器、冷却器、ボイラー、圧縮

機、凝縮器、計測装置、自動調整装置、中和装
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置、攪拌機、分離器、貯留器、曝気装置、送風

機、電動機、ポンプ、排気管、廃ガス導管（装

置本体から煙突入口までの部分に限る。）、放

出筒又は配管を含む。）

五 冷却凝縮装置（揮発性有機化合物を冷却して

液状で回収するものに限るものとし、この装置

に附属する密閉装置、圧縮機、貯留器、計測装

置、自動調整装置、ミスト除去機、送風機、電

動機、ポンプ、排気管、廃ガス導管（装置本体

から煙突入口までの部分に限る。）、放出筒又

は配管を含む。）

六 吸収分離装置（揮発性有機化合物を水、油又

はアルコールで吸収して回収するものに限るも

のとし、この装置に附属する密閉装置、ミスト

除去機、圧縮機、貯留器、計測装置、自動調整

装置、送風機、電動機、ポンプ、排気管、廃ガ

ス導管（装置本体から煙突入口までの部分に限

る。）、放出筒又は配管を含む。）
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（別紙１）

公害防止用設備の特別償却制度について

公害防止用設備の特別償却制度については、平成１９年４月１日より一部改正される予

定ですが、現在、財務省と協議中であり、具体的内容については、追って官報に掲載さ

る租税特別措置法令、財務省告示、経済産業省告示を御参照ください。

参考として、平成１８年度時点における特別償却の手続きを定めた平成１２年通商産業

省告示８７６号（別紙２）を添付いたします。


